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治
は
劇
的
に
転
換
し
た
。自
民
党
の
圧

勝
・
安
倍
晋
三
内
閣
の
再
登
場
で
、社

会
保
障
分
野
に
は
、ど
ん
な
転
換
・
変
化
が
生

じ
る
の
か
。

地
域
保
険
の
再
編
成
と

再
構
築

　

民
主
党
は
75
歳
以
上
対
象
の（
後
期
）高
齢

者
医
療
制
度
の
廃
止
を
、自
民
党
は
存
続
を
主

張
し
て
き
た
。そ
の
に
ら
み
合
い
の
間
に
75
歳

未
満
加
入
の
市
町
村
国
保
の「
保
険
財
政
共
同

化
安
定
事
業
」拡
充
策
が
導
入
さ
れ
た
。

　

2
0
1
5
年
度
か
ら
、同
事
業
の
対
象
は
現

行
の
レ
セ
プ
ト
月
額
30
万
円
超
か
ら
同
1
円

超（
全
レ
セ
プ
ト
）に
切
り
替
え
ら
れ
る
。つ
ま

り
市
町
村
は
集
め
た
保
険
料
の
大
半
を
拠
出

し
、都
道
府
県（
以
下
は
県
と
略
）単
位
で
プ
ー

ル
し
て
医
療
費
を
支
払
う
。い
わ
ば
財
政
運
営

の
県
単
位
化
へ
大
き
く
踏
み
込
む
。

　

各
県
で
75
歳
を
境
に
県
単
位
の
高
齢
者
医

療
制
度（
広
域
連
合
運
営
）と
県
単
位
で
財
政

運
営
の
市
町
村
国
保
が
併
存
す
る
。こ
の
推
移

の
中
で
地
域
保
険
の
在
り
方
を
再
度
論
じ
る

こ
と
に
な
る
。

　

今
後
の
75
歳
以
上
人
口
の
急
増
は
高
齢
者

医
療
制
度
の
財
政
を
膨
張
さ
せ
、各
保
険
制
度

に
支
援
金
の
大
幅
増
を
強
い
る
。75
歳
未
満

人
口
は
長
期
的
に
逓
減
し
、零
細
か
つ
高
齢
化

（
65
～
74
歳
）の
市
町
村
国
保
を
続
出
さ
せ
、被

用
者
保
険
制
度
の
納
付
金
も
膨
ら
む
。各
県
の

役
割
や
公
費
投
入
は
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
、

と
い
う
問
い
か
け
だ
。

年
金
制
度
が
抱
え
る

重
い
宿
題

　

民
主
党
政
権
が
描
い
た
国
民
年
金
加
入
者

を
包
含
す
る
報
酬
比
例
年
金
と
最
低
保
障
年

金
の
組
み
合
わ
せ
案
は
当
初
か
ら
描
い
た
モ

チ
で
あ
っ
た
。自
民
党
政
権
は
、こ
の
構
想
を

完
全
に
否
定
し
、現
行
制
度
の
改
良
に
入
る
。

　

少
子
化
に
伴
う
支
え
手
の
減
少
と
長
命
化

に
よ
る
受
給
期
間
の
延
長
に
応
じ
給
付
水
準

の
伸
び
を
抑
え
る「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」

は
一
度
も
発
動
さ
れ
て
い
な
い
。賃
金
と
物
価

の
上
昇
分
を
年
金
額
に
反
映
さ
せ
る
方
式
か

ら
一
定
率（
0
・
9
％
）を
差
し
引
く
試
み
だ
か

ら
、賃
金
は
横
ば
い
・
物
価
は
下
降
で
は
機
能

す
る
わ
け
も
な
い
。

　

こ
の
た
め
賃
金
や
物
価
の
下
落
時
で
も
年

金
額
を
切
り
下
げ
る
方
式
に
改
め
ら
れ
る
か

ど
う
か
。

　

年
金
の
支
給
開
始
年
齢
も
再
考
を
迫
ら
れ

政

「未来への警報」に
対処できるか
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つ
つ
あ
る
。2
0
1
3
年
度
か
ら
厚
生
年
金
の

報
酬
比
例
部
分
が
61
歳
以
降
へ
順
次
繰
り
上

げ
ら
れ
る（
男
性
は
2
0
2
4
年
度
ま
で
に
65

歳
支
給
、女
性
は
5
年
遅
れ
）。

　

し
か
し
、高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
遅
い
主
要

国
で
も
65
歳
以
降
へ
の
繰
り
延
べ
を
決
め
て

い
る（
独
、米
67
歳
、英
68
歳
な
ど
）。次
の
布
石

を
打
つ
べ
き
時
期
を
迎
え
た
。

　

い
ず
れ
も
受
給
者
・
被
保
険
者
の

猛
反
発
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。す

べ
て
は

少
子
化
の
克
服
か
ら

　

総
人
口
の
減
少
が
始
ま
り
、国
内

市
場
は
縮
小
し
つ
つ
あ
る
。し
か
も
、

生
産
年
齢
人
口
の
急
減
と
老
年
人
口

の
急
増
を
伴
う
。15
～
64
歳
人
口
は

2
0
1
0
年
の
国
勢
調
査
時
点
か
ら

25
年
で
1
0
8
8
万
人
減
、逆
に
65

歳
以
上
人
口
は
約
7
0
9
万
人
増（
国

立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の

中
位
推
計
）。

　

デ
フ
レ
経
済
の
真
因
は
、こ
の
長

期
的
な
購
買
量
と
購
買
力
の
低
下
に

な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。イ
ン
フ
レ
目

標
を
定
め
、景
気
浮
揚
を
図
る
安
倍
首
相
の
方

針
は〝
カ
ン
フ
ル
剤
”に
は
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、少
子
化
を
克
服
し
、内
需
を
拡
大
し
な

い
限
り
根
本
治
療
に
は
な
ら
な
い
。

　

新
首
相
は
自
衛
隊
を「
国
防
軍
」に
切
り
替

え
る
と
唱
え
る
が
、隊
員
は
こ
の
先
確
保
で
き

る
の
か
。ま
さ
か
外
国
人
労
働
者
に
頼
る
わ
け

に
は
い
く
ま
い
。

　

民
主
党
政
権
は
子
育
て
支
援
を
進
め
た
が
、

「
子
ど
も
手
当
」は
児
童
手
当
に
逆
戻
り
、「
総

合
こ
ど
も
園
」構
想
も
崩
れ
た
。今
度
は
両
政

策
に
反
発
し
た
自
民
党
の
具
体
策
が
問
わ
れ
る
。

　

保
守
政
党
に
は「
育
児
は
家
庭
の
責
任
」と

の
考
え
が
根
強
く
、「
育
児
休
業
を
取
り
や
す

く
」な
ど
と
強
調
す
る
。し
か
し
、育
児
休
業
の

取
得
者
は
期
間
の
長
短
は
別
に
女
性
で
8
割

台
だ
が
、実
は
第
一
子
誕
生
後
に
育
児
休
業
で

就
業
継
続
は
全
体
の
17
・
1
％（
第
14
回
出
生

動
向
基
本
調
査
）。若
い
カ
ッ
プ
ル
が「
子
ど
も

を
産
ん
で
み
た
い
」と
思
え
、子
育
て
し
な
が

ら
働
け
る
環
境
・
条
件
を
整
え
な
け
れ
ば
家
族

も
職
場
も
持
た
な
い（
図
参
照
）。

　

日
本
の
家
族
関
係
社
会
支
出
は
G
D
P（
国

内
総
生
産
）比
0
・
79
％
で
、出
生
率
回
復
の
仏
、

英
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
3
％
台
に
遠
く
及
ば
な

い（
07
年
・
O
E
C
D 

調
べ
、児
童
手
当
が
増

額
さ
れ
た
12
年
度
で
も
1
％
強
）。

　

長
命
化
は
喜
ば
し
い
が
、少
子
化
は
内
政
面

の
あ
ら
ゆ
る
難
問
の
根
源
で
、政
権
の
枠
組
み

を
超
え
緊
急
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
だ
。

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
の
教
授
を
経

て
、目
白
大
学
生
涯
福
祉
研
究
科
・
客
員
教
授
。Ｎ
Ｈ
Ｋ（
Ｅ
テ
レ
）「
福
祉

マ
ガ
ジ
ン
」編
集
長（
毎
月
第
2
週
、最
終
水
曜
日
午
後
８
時
放
映
）や
Ｎ

Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。
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出典：第１４回出生動向基本調査子供の出生率
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出産後継続就業
26.8（38.0）％

出産前有職
70.7（100）％

第１子出産前後の妻の就業変化


